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「精神保健福祉士法第７条第１号に規定する精神障害者の保健及び福祉に関する  

科目等の読替の範囲について」の一部改正について 

 

 現在、政府においては、「規制改革実施計画」（令和２年７月 17 日閣議決定）を踏ま

え、国民や事業者等に対して押印を求めている手続きについて、当該押印による手続き

負担の軽減等を図る観点から、順次、押印の廃止等行政手続の見直しを進めているとこ

ろです。 

 これに伴い、標記通知の様式中の「印」についても別添新旧対照表のとおり削除する

改正を行うこととしますので、御了知願いたい。 
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